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１ はじめに 

原告らは、これまで各地の原発で基準地震動を超える地震が繰り返し起きて

きたことを指摘し、その原因は基準地震動が「平均像」に基づいて策定されて

いること、従って、これからも基準地震動を超える地震の発生する危険がある

と主張している。 

これに対して、被告関電は、基準地震動が「平均像」に基づいて策定されて

いることを認めながら、大飯原発の地域特性を十分に把握しており、その地域

特性に照らせば基準地震動を超える地震発生の可能性を否定できると反論し

ている。このように地域特性は、被告関電の地震動に関する主張を支える柱に

位置付けられている。 

この被告関電の地域特性の主張に対して、原告らは、第３５及び３７準備書

面で、被告関電の地域特性に関する主張の問題点を明らかにした。即ち、被告

関電は、地域特性のうち①震源特性と②伝播特性について具体的な主張立証を

していない。被告関電は、③地盤の増幅特性（サイト特性）について、地下構

造には特異な構造は認められないと主張をしているが、基準地震動が小さくな

る方向で調査結果の無視、恣意的な解釈がおこなわれており、特異な構造は認

められないとは到底言えないと批判した（甲３５７、意見書「大飯発電所の基

準地震動の策定における問題点 －地盤の速度構造（地盤モデル）について－」

赤松純平）。 

被告関電は、原告らのこの指摘に反論しないままであるが、原告らは、赤松

純平元京大助教授作成の意見書「大飯発電所基準地震動策定における問題点－

地盤構造モデルについてー」1（甲４２２）にもとづき、以下のとおり主張を

                                                   
1  

甲 357「大飯発電所の基準地震動の策定にお

ける問題点―地盤の速度構造（地盤モデ

ル）－」2017 年 4 月 17 日付 

略称『赤松意見書（第 1 次）』 

被告関電の丙 28「大飯発電所の基準地震動

について（平成 27 年 1 月）」を検討批判した

意見書。 

甲４２２「大飯発電所基準地震動策定にお

ける問題点－地盤構造モデルについてー」

2018 年 1 月 8 日付 

略称『赤松意見書（バージョンアップ版）』 

丙 28 の他、平成 29 年 11 月 1 日弁論期日で

取調べられた以下の被告関電提出証拠を検

討批判した意見書。 

丙 178「大飯発電所発電用原子炉設置許可申

請書（3､4 号炉完本）」（平成 29 年 5 月作

成）の添付資料六「変更に係る発電用原子

炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、

地震、社会環境等の状況に関する説明」 

丙 179「大飯発電所地震動評価について（平

成 28 年 2 月 19 日）」 

丙 196「大飯発電所の地盤モデルの評価につ

いて（平成 26 年 3 月 5 日）」 
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補充する。 

 

２ ＰＳ検層 

（１）ＰＳ検層とは、ボーリング孔の中に地震計（受震器）を設置して、人為

的に震動を起こし（起震器）、受震器で振動を観測して震動の伝わる時間から、

深さ毎の地震波の伝播速度を測定する方法である。 

（２）被告関電は、４号炉と３号炉敷地におけるＰＳ検層結果から「ほぼ均質

な地盤と考えられ」、「敷地内の浅部構造に特異な構造は見られない」と主張

している。これに対して、原告らは第３５準備書面で、➀低速度層が、地表

付近と深度１００ｍ前後付近に認められ、「ほぼ均質な地盤」と言えないこと、

②ＰＳ検層は４号炉と３号炉の敷地のデータが示されているが、２号炉と１

号炉の敷地のデータが示されていないが、２号炉と１号炉の敷地は、４号炉

と３号炉の敷地と比べて、さらに地震波伝播速度が低いと考えられ、不開示

は問題であることを指摘して批判した。 

（３）地盤が均質でない 

地盤が均質でないことについて補充する。 

ＰＳ検層結果を分析すると、➀Ｏ１－１１孔とＯ１－３孔とでは速度構造が

異なる、②低速度層が挟在する、③深度６０m までで１．１７～２．４４km/s

と地震波伝播速度に２倍以上の違いがあることから、「ほぼ均質な地盤」であ

るとか、「浅部構造に特異な構造がない」とは到底言えない。 
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図２ 

 

（４）低速度帯が東に拡がる 

西から東に向けて地震波伝播速度が低くなっていることが、ＰＳ検層からも

明らかであるので、補充する。 

４号炉と３号炉の敷地の４つのボーリング孔の深度６０m までで観測され

た地震波伝播速度（Vs）は、下記の図に書き込んだとおり、西側で高く東側

で低いことが明らかである。 

低

速

度

層

の

挟

在 
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図１ 

３ 試掘坑弾性波探査 

（１）試掘抗弾性波探査とは 

「試掘坑弾性波探査とは、原子炉敷地に横穴（試掘坑）を掘り、適当な間隔

で地震計を置き、別の場所で発破や起震器などで人為的に震動を起こして、震

動の伝わり方を測定して弾性波（地震波）の伝わる速さ（伝播速度）を調べる

ものである。一本の坑道内では地震計は直線上に配置する（測線）。➀この測

線上やその延長線上で振動を与える屈折法探査と、②測線から離れた別の坑道

内で振動を与える試掘坑内坑間弾性波探査（ファン・シューティング）があり、

これらを組み合わせて岩盤の地震伝播速度を推定する」ものである（原告ら第

３５準備書面ｐ６）。 

（２）原告らのこれまでの主張 

原告らは、第３５準備書面で、屈折法探査において、被告関電が「大飯発電

所の基準地震動について」（丙２８）で、本件原子炉敷地の地震伝達速度を過

大に評価することで、地震動を過小に評価していることを明らかにして批判し

た（「大飯発電所の基準地震動の策定における問題点」甲３５７）。 
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（３）試掘坑内坑間弾性波探査（ファン・シューティング） 

ファン・シューティングの結果を踏まえて批判を補充する。 

丙２８は、試掘坑弾性波探査について、屈折法探査の結果だけを掲載してお

りファン・シューティングの結果を掲載していなかった。そのため、原告ら第

３５準備書面はこの屈折法探査結果だけを分析して批判した。ファン・シュー

ティングの結果が、丙１７８の添付資料六の第 3.5.114 図として掲載されてい

ることから、これに基づく批判を補充する。 

起震器の設置場所は以下の図の扇の要箇所である。 

 

図５ 

図６（１）がファン・シューティングの結果図であり（４つのうちの一つ）、

被告関電が地震動評価
で用いた地震伝播速度

地震伝播速度につい
て被告関電の主張

丙２８屈折法地震探査データか
ら算出される地震伝播速度

４号炉・３号炉敷地全体の平均 2.2km/s 2.2km/s 2.141±0.335km/s

4号炉敷地の平均 2.239±0.273km/s

3号炉敷地の平均 2.017±0.369km/s

４号炉・３号炉敷地全体の平均 4.6km/s 4.3km/s 4.390±0.669km/s

4号炉敷地の平均 4.526±0.498km/s

3号炉敷地の平均 4.218±0.814km/s

S波速度

P波速度

※地震伝播速度が小さくなると地震動が大きくなる

地震伝播速度を実際より大きく評価して 

地震動を小さく見せようとしている 
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起震器から放射状に描かれた線と試掘坑の交点に受震器が設置されており、放

射状に描かれた線の中途の円弧状の空白部分に描かれている折れ線グラフが

各放射状に描かれた線で測定された地震波速度である（km/s）。 

 

 

図６（１） 

４つのファン・シューティングに記録されている全ての観測データから、一

本ずつ速度を読み取って、場所毎に平均して地震波速度を算出して図化したも

のを以下に引用する。 
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図１０ 

被告関電は、上記のとおり、Ｐ波について、地震伝播速度を４．６km/s と

して地震動を評価している。しかし、３号炉の敷地の過半は地震伝播速度の平

均が４km/s を下回っており、平均速度が３．７km/s の地盤が拡がっている。

さらに、これら速度値は平均値であり、実際には３．７km/s を下回る速度値

が少なからず観測されている。 

 

図７ 

被告関電の地震伝播速度の評価が著しく過大で、そのため地震動が著しく過

４号炉    ３号炉 
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小に評価されている。 

上記のとおり、４号炉と３号炉敷地の地盤の地震波速度は、西から東方向に

急激に低下し、さらに３号炉直下に東から低速度帯が延びている。３号炉の東

には、２号炉、１号炉の敷地が続いているが、反射法地震探査が実施されず、

観測データが明らかにされていないままである。上記のとおり、この問題は放

置することが許されない。 

以上、ファン・シューティングの結果は、第３５準備書面で指摘した原告ら

の主張の正しいことを一層明瞭にした。 

 

４ 反射法地震探査について 

（１）反射法地震探査 

反射法地震探査とは、起震した地震波の地下の不均質構造による反射波を多

数の地震計で測定して地下構造を探査する方法である。石油探査のために研究

開発実用されてきたもので、医療用超音波エコーはその応用である。 

（２）被告関電の主張 

被告関電は、反射法地震探査について、「５００ｍ位まで反射面が確認され、

その範囲内では特異な構造は認められない」と主張している。 

（３）原告らのこれまでの主張 

これに対して、原告らは、第３５準備書面で（１）通例、深度断面に記載さ

れるはずの速度値が記載されていないこと、（２）深度断面図からは層境界の

不連続部分が認められ「特異な構造は認められない」と言えないことを指摘し

て、被告の評価が誤っていることを批判した。 

（４）深度断面図の速度値の非開示 

被告関電は、深度断面毎の速度値を、その後も開示していない。被告関電は

深度断面毎の速度値を持っているのであり、改めてその開示を強く求める。  

（５）深度断面図の評価について補充する。 

原告らは、深度断面図の読解（評価）について、芦田譲京都大学名誉教授に

意見を求めた。芦田名誉教授は、物理探査学会の会長を務めた反射法物理探査

の権威である。芦田名誉教授は「特異な構造は認められない」という被告関電

の評価は「科学的事実から逸脱した虚偽の判断」であるとの意見であった（甲

４２３）。芦田名誉教授の意見を踏まえて、改めて、被告関電の「特異な構造

は認められない」との評価の誤りを強く批判する。 
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図１１ 

 

（６）３次元探査が必用であることについて補充する。 

同じく物理探査学会の元会長である石井吉徳東大名誉教授（甲４２４）と、

芦田名誉教授は、被告関電が、反射法地震探査に関して、２次元探査に終始し

３次元探査を実施していない問題点を指摘した。芦田名誉供述は、以下のとお

り述べている。 

「地盤調査の技術は、石油探査の必要等から発達してきました。反射法

地震探査は石油探査の現場では、以前は二次元調査をしていましたが、

１９７５年頃から三次元調査が用いられるようになり、最近では三次元

調査が一般になっております。二次元探査は、震源と受振器を線上に並

べて地下断面を得ますが、これでは地下の地層状況を正確に把握するこ

とができません。一方、三次元探査では、多数の震源と受振器を面的に

配置します。このデータを計算機により映像化することにより、医療分

野で用いられているＣＴスキャン映像のように、恰も地下に潜っている

かのような仮想現実（Virtual Reality）として地下構造を立体的に捉え

ることができます。例えれば、二次元探査はレントゲン写真、三次元探
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査はＣＴスキャンのようなものです。 

二次元探査の場合、受振したデータには直下から反射して戻ってくるデ

ータの外に、直下でない周囲から反射して戻ってくるデータが含まれて

います。それらを全て直下からのデータとして把握するため、不正確、

場合によっては誤って把握してしまうことがあります。これに対して三

次元探査の場合、地層の境界や断層の位置、角度、傾斜、落差や連続性

等をビジュアル化し、且つ正確に捉えることができます。したがって、

二次元探査では抽出しえなかった複雑な地下構造まで抽出することがで

きます」 

芦田名誉教授が指摘するとおり「原子力発電所のような重要な施設の場

合・・・地下構造を高精度な手法で調査をし、より正確な地下情報に基づいて、

地下構造形態や断層の詳細を把握して議論すべき」ことは当然である。 

この点、新規制基準も「最先端の調査手法」を用いるべきことと、「地下構

造が成層かつ均質」でない限り「地盤モデルの設定にあたっては、解放基盤面

の位置や不整形性も含めた三次元地盤構造の設定が適切である」と定めている

（甲４２５：「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」（7.2.1(1)(2)）、

甲４２６：「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド」（は

じめに 5、5.1(4)））。本件地盤が「成層かつ均質」でないことは上記のとおり

である。 

原告らは、被告関電に対し、「特異な構造は認められない」という誤った主

張を改めること、新規制基準に従って原則どおり反射法地震探査の三次元探査

を直ちに実施すること、そしてその結果を当法廷に提出することを強く求める

ものである。 

（７）速度断面図 

速度断面図について新たに補充する。 

・速度断面図は、反射法地震探査の屈折法解析によって明らかになる地震波

伝播速度を図化したものである。 

層毎に地震伝播速度が異なるところ、起震器の発する地震波は、第１層を通

って受震器に到達するものもあれば、その下の第２層を通って受震器に到達す

るものもある。起震器に近い受震器には第１層だけを通る直接波が最初に到達

する、しかし、一般的には浅い層ほど地震伝播速度が遅いため、ある程度遠く

の受震器には地震伝播速度が第１層より速い第２層を通る屈折波の方が早く

到達する。受震器までの距離と到達時間を分析することで、層の厚さや地震伝

播速度を解析することができる。 

速度断面図は、このようにして解析された地下の地震伝播速度を図化したも

のである。 
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図１３ 

 

 

黄色矢印が 

４号炉３号炉

敷地部分 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5   
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被告関電は、この速度断面図について「屈折法解析結果より、表層から５０

m 程度で弾性波速度４km/s 以上となる。」と主張している。 

しかし、速度断面図を拡大して見れば明らかであるが、４号炉と３号炉付近

では、２．５km/s の低速度層が標高－３０ｍの深さまで沈み込んでいる。「低

速度帯の顕著な落ち込み等の特異な構造はなく、地下構造は水平方向に連続的

である」とは到底言えない。 

また、解放基盤表面とされる標高０ｍ付近の地震波伝播速度は２．０km/s

に過ぎない。被告関電は、地震動評価のための地盤モデルを４．６km/s とし

ているが、実際の弾性波速度はその半分以下で、非常に低い。上記被告関電の

評価は著しく過大で明らかに誤りである。 

 

（８）はぎ取り法 

はぎ取り法について新たに補充する。 

はぎ取り法は、屈折法地震探査の解析方法である。屈折法解析は、概ね水平

な多層構造を想定するが、実際には地表にも地層境界にも凹凸によるばらつき

がある。そのため、屈折法地震探査では、こうした凹凸によるばらつきを踏ま

えて、各層の速度や層厚を求めなければならないが、そのための解析方法がは

ぎ取り法（萩原の方法）である。 
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図１４ 

被告関電は、はぎ取り法による解析の結果、「やや深部を伝わる誤差の少な

い平均的な最下層速度」が、Ａ測線ではＶｐ＝４．５km/s、Ｂ測線ではＶｐ

＝４．８km/s であったと主張している。 

しかし、はぎ取り法の結果は（図１４）、Ｖｐ＝４．５km/s 層の上面の深さ

は１２０ｍであり、標高に換算すると－８０～－９０ｍ、その深さまでの表層

の平均Ｐ波速度が１．９km/s に過ぎないことを示している。表層のＰ波速度

は非常に低い。これは、屈折法による速度断面図の分析結果と一致している。

被告関電の「最下層速度がＶｓ＝４．５km/s」という上記主張は、はぎ取り

法の解析結果を歪めて評価するものである。 

また、Ａ測線の測定位置は、ボーリング孔Ｏ１－３に近接しているところ、

ＰＳ検層の結果、Ｏ１－３孔においては標高－６０ｍまでＶｓ＝１．１７～１．

９２km/s と低い地震伝播速度が観測されている。また、４号炉と３号炉の敷

地が東に向かって地震伝播速度が顕著に低くなり深く沈み込んでいることが

明らかになっている。はぎ取り法の解析結果も、ＰＳ検層の結果と一致して、
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この事実を明らかにしている。 

 

５ 単点微動観測 

（１）単点微動観測について、新たに主張を補充する（被告関電の主張に対す

る批判）。車両交通などの人間活動や海洋波浪などの自然現象によって常に発

生している人間には感じることができないような小さな振動のことを微動と

言う。地表面における微動のうち水平成分（水平成分を水平スペクトルとも

言う）を上下成分で除すと（Ｈ／Ｖ），主に表層地盤のＳ波速度や層厚などの

構造が把握できるとされている 

（２）被告関電は、単点微動観測結果（Ｈ／Ｖスペクトル）から、解放基盤深

度が推定でき、解放基盤相当の上面深度は概ねＥＬ（東京湾平均海水面）－

２５ｍ～＋６５ｍ程度で、敷地全体にわたって著しい高低差がないことが確

認された、従って、三次元探査は不要だと主張している（上記４（６）ｐ９）。 

（３）しかし、Ｈ／Ｖスペクトルから、下層（基盤岩層）の速度値を精度良く

求めることは不可能である。 

➀被告関電は、上層（堆積層など）Ｖｓ＝４７２m/s、下層Ｖｓ＝２．２km/s

として上層の厚さを求め解放基盤の深度としているが、下層がＶｓ＝１．６

km/s としても同様の深度分布が得られる（図１７）。 

 

図１７ 

 

②被告関電がＨ／Ｖスペクトルから得られるとする深度分布は、反射法地震
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探査屈折法解析の速度断面図と３０ｍ近くの違いがある（図１９）。被告関電

のＨ／Ｖスペクトルから解放基盤深度が推定できるとする主張は、反射法地震

探査屈折法解析結果（観測データ）と矛盾しており誤りである。 

 
図１９ 

  以上、単点微動探査結果は「成層かつ均質」であることを示しておらず、

上述のとおり三次元探査の実施が必要なのである。 

 

６ 地盤の地震波減衰構造と地震波増幅率 

地震波減衰について原告ら主張を補充する。 

（１）地震波減衰 地震波は地殻内を伝播することで減衰する。➀一つは幾何

減衰である。伝播距離とともに波の振幅が減少する現象である（Ｐ波Ｓ波の

振幅は伝播距離に反比例する）。②二つ目は内部減衰である。地震波が媒質（地

殻内の場合は岩石）を伝わる間に、摩擦などにより波のエネルギーが吸収さ

れて起きる。③三つ目は散乱減衰である。地殻内の不均質構造のために地震

波が散乱され起きる。不均質構造による散乱は、不均質構造の大きさと波長

の関係に規定される。 

内部減衰と散乱減衰によりＱ値が定まる。Ｑ値が大きい媒質ほど減衰しにく

い関係にある。 
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（２）原告らは、第３５準備書面で、被告関電がＱ＝５０ｆ１．１を用いているこ

と（丙２８p42）に対して、➀上記式を用いる根拠が示されていないこと、②

地域性を考慮したのか否か明らかでないことを批判した。 

（３）被告関電は、本件地盤の減衰特性について、「敷地のＰＳ検層結果から、

速度構造の不均質性と減衰定数の関係に着目して不均質強度を評価した結果

から減衰定数は３％程度と考えられる。敷地内でのＱ値測定を実施した結果、

減衰定数は３％程度以上となっている。→浅部の減衰定数を３％とする」と

主張している（減衰定数：ｈ＝１/（２Ｑ））。 

（４）しかし、➀上記のとおり速度構造の不均質性と減衰定数の関係は、散乱

減衰に関する問題で、減衰の大きさは、散乱体（不均質）の大きさと波長の

関係によって決せられ、波長即ち周波数に依存する。ところが、被告関電の

上記主張は、周波数とは関係なく一般的にｈ＝３％としており、地震波動理

論に矛盾すする。②また被告関電は、敷地内でＱ値を測定したと主張し、振

幅分布図を示して、その傾きからｈ＝３％が説明できるとする。しかし、振

幅分布図を子細に検討しても、Ｐ波Ｓ波はいずれも深度によって一様に減衰

しておらず、むしろ増加する区間が存在する。敷地内でのＱ値観測結果から

ｈ＝３％が導けたとの被告関電主張の信頼性は大変低い。 

 

図３８ 
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さらに被告関電は、１８０ｍまではｈ＝３％、それ以深３ｋｍまではｈ＝０．

５％とも主張するが、その根拠については何の説明もなされていない。 

地盤構造モデルにおけるＱ値の設定は、現在のところ確定した評価方法がな

い。そのため、例えば、中央防災会議・東海地震に関する専門調査会は、「５

００ｍ/s＜Ｖｓ＜３０００ｍ/s のＱ値の解析例が少ないので、Ｖｓ＞３０００

ｍ/s の場合の平均的なＱ値であるＱ＝１００×ｆ０．７を用いる」として高周波

域で減衰が小さく、地震動が大きくなる「安全サイド」の値を用いている。中

央防災会議の考えに従う減衰構造モデルと被告関電モデルの増幅特性を比較

すると、１０Ｈｚ以上の周波数帯域での増幅率が被告関電モデルは中央防災会

議モデルの半分程度になる（図３８）。被告関電は、減衰定数を大きく設定し

て、基準地震動を過小評価している。 

 

図３９ 

 

７ 速度構造と破砕帯の関係 

以上、本件敷地は、西から東に系統的に速度が低下し、さらに３，４号炉建

屋付近では低速度層が深く沈み込んでいることが明らかになった。これは、地

質構造調査で明らかになっている破砕帯の分布に起因しているものと考えら
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れる。被告関電は、この関係に目を向けようとしていない。 

敷地内には、Ｆ－６破砕帯をはじめ、主要な１５本の破砕帯が深さ２００ｍ

以上にわたって確認されており（図３９、図４２）、それに付随して規模の小

さい破砕帯が数多く存在する（図４０）。特に、４号炉基礎岩盤に比べ３号炉

基礎岩盤においてこれらの破砕帯が密に分布しており（図４０、４１）、３号

炉側でＰ波速度が大きく低下しているという速度の場所による違いは、破砕帯

の分布に大きく依存していることが明瞭に読み取ることができる。被告関電及

び原子力規制委員会は、敷地内の破砕帯（断層）について、活動性評価のほか

に、破砕帯が及ぼす地盤速度構造への影響を評価していない。地質学や地形学

の知見が基準地震動策定のための地盤モデル構造に生かされていない。 

 

 

図４０ 
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図４１ 
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図４２ 
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図４３ 

８ 調査が表層部にとどまること 

原告らは、第３７準備書面で、２００７年新潟県中越沖地震について、地震

の前には、訴外東京電力が同原発は「揺れの少ない強固な岩盤上に建て」られ

ており、「軟らかい地盤」「に比べ１／２から１／３程度」の揺れにとどまるな

どと説明していたこと、ところが基準地震動の４倍の１６９９ガルの「想定外」

の地震動が起きたこと、そのことについて訴外東京電力が、地下４～６ｋｍの

深部地盤に傾きがありそれによって波が集中したとか（約２倍）、地下２ｋｍ

に褶曲構造があって地震波が１～４号機に集中したとかの（約２倍）後付け説

明をしていること、しかしその説明が実証されているわけではなく仮設の域を

出ないことを指摘した。いずれにせよ、地下４～６ｋｍの深部地盤、地下２ｋ

ｍの敷地地盤に原因が求められた。 

ところで、大飯原発の地盤特性については、反射法地震探査で陸域で地下５

００ｍ位まで、海域では地下２～３００ｍまでしか把握されていない。地震波

干渉法による調査が地下４ｋｍまで行われたとされているが、地下３ｋｍから

１８ｋｍにあるとされる震源断層の調査としては著しく不十分である上、地震

波干渉法は、地震計間の地盤が平行な成層構造であると仮定して解析するもの

で、地下の褶曲や地層の傾斜、凹凸などは全て平均化されているから、地下４
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ｋｍまでの不整形・不均質を調査したことにはならない。さらにそもそも地震

波干渉法の調査からは、地震波を増幅させる低速度帯の存在が示唆されること

についてすでに第３５準備書面で述べたとおりである。 

この点、島崎邦彦東京大学名誉教授が、①の震源特性に関して、被告関西電

力の地盤調査が表層部にとどまっていて極めて不十分であると、次のように証

言した（甲３８２「島崎証人調書」２３頁）。 

「見て頂きたいのは、その右側のこれは詳細な活断層調査の中なんで

すけど、下の方にズレがあるところで断層が見えると思うんですけど、

この深さは２００～３００メートルにすぎません。詳細な活断層の調査

っていうのをやっていても、実はほとんど表層にすぎないんですね。と

ころがこの発電所では、地震発生層の厚さが、一番浅いところで３キロ

メートル、一番深いところで１５キロメートルだといってます。だから

３０００メートルから１５０００メートルのところに震源断層が存在し

ているはずだ。それを僅か２００メートルの調査で、どう詳細なものが

分かるのでしょう。わかり得ませんね。だけどこれを詳細な活断層の調

査と言っているわけです。」 

島崎証人は、被告関西電力が地震発生層が地表から３㎞から１５㎞の深さの

ところにあり、その範囲内に震源断層があることを認めているにも関わらず、

活断層調査をしているのは２００～３００メートルという表層にすぎず、被告

関西電力の地盤調査は極めて不十分だと指摘している。 

ところで、深部地下構造地質調査はできる。地下２０㎞あるいは３０㎞に達

する大規模な地下地質構造調査が現に行われている。ひずみ集中帯プロジェク

トによる日本海東縁のひずみ集中帯における地下構造探査や（中核機関は独立

行政法人防災科学技術研究所http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/hizumi/ 

outline/outline-top.html）大都市大震災軽減化特別プロジェクトの大規模

地殻構造調査研究である（http://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/jishin 

/04031203.htm、文部科学省）。例えば「ひずみ集中帯の重点的調査観測・

研究プロジェクトの総括成果報告書」（甲４１３）によると、各調査によって

新潟県から秋田県にかけての一部領域における深部地下構造のイメージング

が行われ、地下１０ｋｍ程度ないしそれ以深の範囲の断層の存在が明らかにな

っているのである。 

東京電力も、平成１０年度国内石油・天然ガス基盤調査陸上基礎物理探査「西

山・中央油帯」の地震探査記録や昭和４４年度天然ガス基礎調査基礎物理炭鉱

「長岡平野」の地震探査記録を適合性審査資料で引用し、地下数ｋｍ～６ｋｍ

程度の地下構造を示している（甲４１４，４１５）。 

調査は可能なのに、被告関電は実施していない。費用を出し惜んでいるとの

http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/hizumi/
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/jishin


26 

 

誹りを免れない。 

 

９ 被告関電は主張を裏付ける根拠資料を提出しておらず主張立証責任を果た

していないこと 

平成２９年１２月１３日、四国電力の設置する伊方原発３号炉は地震や火山

に対する安全性が確保されていないとして周辺住民らがその運転の差し止め

を求めた仮処分申立事件の抗告審において、広島高裁は、運転差し止めを認め

なかった原決定を破棄し、決定後９か月余りの期間に限ってではあるが、同原

発の運転を差し止める決定を下した。高裁レベルで原発の運転の差し止めを命

じた初の判断として極めて意義のある決定であるが、その中で広島高裁は、主

張立証責任に関し、「発電用原子炉を設置する事業者は、原子炉施設に関する

上記審査（注：原子炉規制法に基づく原子力規制委員会の審査）を経ることを

義務付けられた者としてその安全性についての十分な知見を有しているはず

である。このことと、前記の原発事故の特質（注：発電用原子炉施設の安全性

が確保されないときは、人の生命・身体や環境に対して深刻な災害を引き起こ

すおそれがあること）に鑑みると・・・当該発電用原子炉施設の設置運転の主

体である被告事業者の側において、まず、「当該発電用原子炉施設の設置運転

によって放射性物質が周辺環境に放出され、その放射線被曝により当該施設の

周辺に居住等する者がその生命、身体に直接的かつ重大な被害を受ける具体的

危険が存在しないこと」（以下「具体的危険の不存在①」という。）について、

相当の根拠資料に基づき主張立証する必要があり、被告事業者がこの主張立証

を尽くさない場合には、具体的危険の存在が事実上推定されるなどとして（１

７５～１７８頁）、事業者側が主張立証責任を果たしたというためには相当の

根拠資料を示すことが必要であると判示した。 

これは極めて当然の判断である。そして被告関電は、「相当の根拠資料」を

何ら示していない。すなわち、例えば、被告関電は①震源特性と②伝播特性に

ついて具体的な主張立証をそもそも行っていないのであるから、これのみでも

「相当の根拠資料」が示されていないことは明白であり、主張立証責任を果た

していないことは疑いないが、③地盤の増幅特性（サイト特性）についても、

ＰＳ検層について２号炉と１号炉のデータを示しておらず、反射法地盤探査に

ついても深度断面ごとの速度値を開示していないのであるから、「相当の根拠

資料」が示されていないことに変わりはないのである。また、反射法地盤探査

に関して２次元探査しか行っておらず３次元探査が可能であるのにこれをあ

えて実施しておらず、当然その結果を示していないし（単点微動観測に関して

も同様）、地盤調査も地下１０ｋｍ程度ないしそれ以深の範囲の断層の調査を

行うことは可能であるにもかかわらず意図的にこれらを行わず、もちろんその
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結果を示していないのである。 

よって、上記広島高裁決定に照らして被告関電が主張立証を行っていないこ

とは明白であるから、それらを採用する余地はない。 

 

１０ まとめ 

被告関電は、基準地震動策定が「平均像」であることを認めた上で、地域特

性を十分に把握できており、その地域特性に照らせば、基準地震動を超える地

震発生の可能性は否定できると主張している。しかし、主張をするばかりで保

有している根拠資料すら提出せず、それどころか原発の地域特性の調査として

当然になすべき重要な調査が懈怠されたままである。また実施された調査結果

が、科学技術を冒涜する所作以外の何物でもないと批判されるべきほどに、基

準地震動が小さくなるよう歪めて評価されている。 

それを容認し追認している規制委員会も同様に批判されなければならない。 

以上、本件原発は、地震に対して極めて危険だと言わなければならない。 

以上 


